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１
．
は
じ
め
に

１
．
は
じ
め
に

　
２
０
２
３
年
６
月
に
金
融

庁
よ
り
公
表
さ
れ
た
「
経
済

価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル
ベ
ン
シ

ー
規
制
等
に
関
す
る
基
準
の

最
終
化
に
向
け
た
検
討
状
況

に
つ
い
て
」
（
以
下
、
最
終

化
に
向
け
た
検
討
状
況
）
で

は
、
25
年
度
か
ら
導
入
予
定

の
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル

ベ
ン
シ
ー
規
制
（
以
下
、
Ｅ

Ｓ
Ｒ
規
制
）
に
関
す
る
各
論

点
の
方
向
性
や
検
討
の
状
況

な
ど
が
示
さ
れ
た
。
過
去
４

回
に
わ
た
り
、
Ｅ
Ｓ
Ｒ
規
制

の
本
番
導
入
の
向
け
、
「
Ｅ

Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
検
証
の
枠
組

み
」
に
係
る
論
点
に
フ
ォ
ー

カ
ス
し
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ

ナ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
・
フ
ァ
ー

ム
な
ら
で
は
の
視
点
で
今
後

ど
の
よ
う
に
取
り
組
む
べ
き

か
に
つ
い
て
解
説
し
た
が
、

こ
れ
ま
で
の
ポ
イ
ン
ト
を
整

理
す
る
。

２
．「
最
終
化
に
向

２
．「
最
終
化
に
向

け
た
検
討
状
況
」の

け
た
検
討
状
況
」の

概
要
に
つ
い
て

概
要
に
つ
い
て

　
22
年
６
月
に
公
表
さ
れ
た

「
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
ソ
ル

ベ
ン
シ
ー
規
制
等
に
関
す
る

基
本
的
な
内
容
の
暫
定
決

定
」
（
以
下
、
暫
定
決
定
）

で
は
、
主
に
第
１
の
柱
に
関

す
る
標
準
モ
デ
ル
の
考
え
方

に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｓ
Ｒ
規
制
の

暫
定
的
な
結
論
お
よ
び
基
本

的
な
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。

以
降
、
金
融
庁
は
フ
ィ
ー
ル

ド
テ
ス
ト
結
果
の
分
析
や
保

険
会
社
お
よ
び
そ
の
他
の
関

係
者
と
の
対
話
を
通
じ
、
Ｅ

Ｓ
Ｒ
規
制
に
関
す
る
各
論
点

の
検
討
を
進
め
て
き
た
。
23

年
６
月
の
「
最
終
化
に
向
け

た
検
討
状
況
」
で
は
、
各
論

点
に
つ
い
て
最
終
化
に
向
け

て
の
方
向
性
、
検
討
経
緯
お

よ
び
検
討
状
況
、
残
課
題
が

論
点
ご
と
に
整
理
さ
れ
た

（
図
表
参
照
）
。

３
．
Ｅ
Ｓ
Ｒ
に
関
す

３
．
Ｅ
Ｓ
Ｒ
に
関
す

る
検
証
の
枠
組
み

る
検
証
の
枠
組
み

　「
最
終
化
に
向
け
た
検
討

状
況
」
で
は
保
険
会
社
内
部

の
検
証
態
勢
の
構
築
お
よ
び

外
部
専
門
家
に
よ
る
検
証
と

し
て
二
つ
の
側
面
か
ら
検
証

の
枠
組
み
が
明
示
さ
れ
た
。

　（
１
）
内
部
の
検
証
態
勢

　
Ｅ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る
計
算
全

体
の
適
切
性
の
確
保
に
お
い

て
、
中
心
的
な
役
割
を
担
う

の
は
保
険
会
社
の
内
部
に
お

け
る
検
証
機
能
で
あ
る
こ
と

が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
「
最

終
化
に
向
け
た
検
討
状
況
」

で
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｒ
検
証
機
能
・

保
険
数
理
機
能
の
位
置
付
け

や
役
割
に
関
し
て
、
次
の
よ

う
に
整
理
の
上
、
方
向
性
を

示
し
て
い
る
。

　
▽
Ｅ
Ｓ
Ｒ
検
証
機
能

　「
最
終
化
に
向
け
た
検
討

状
況
」
で
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｒ
検
証

機
能
は
「
Ｅ
Ｓ
Ｒ
全
体
の
適

切
性
を
確
保
す
る
観
点
か

ら
、
Ｅ
Ｓ
Ｒ
全
体
、
す
な
わ

ち
最
終
的
な
計
算
結
果
に
つ

い
て
の
検
証
責
任
者
を
会
社

が
定
め
、
当
該
責
任
者
は
Ｅ

Ｓ
Ｒ
の
計
算
に
関
す
る
適
切

性
を
確
保
す
る
た
め
の
態
勢

を
整
備
す
る
こ
と
。
ま
た
Ｅ

Ｓ
Ｒ
の
検
証
内
容
を
取
締
役

会
等
及
び
当
局
に
報
告
す
る

こ
と
」
と
さ
れ
て
お
り
、
保

険
会
社
内
部
の
検
証
態
勢
の

土
台
と
な
る
重
要
な
機
能
と

な
る
。

　
▽
保
険
数
理
機
能

　「
最
終
化
に
向
け
た
検
討

状
況
」
で
は
、
「
判
断
・
見

積
り
の
要
素
が
大
き
い
領
域

に
つ
い
て
は
、
規
制
上
で
一

定
水
準
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
態
勢

の
構
築
を
求
め
る
こ
と
。
ま

た
当
該
領
域
に
関
す
る
適
切

性
の
検
証
結
果
及
び
検
証
プ

ロ
セ
ス
を
取
締
役
会
等
及
び

当
局
に
報
告
す
る
こ
と
」
と

示
し
て
い
る
。
こ
の
判
断
・

見
積
り
の
要
素
が
大
き
い
領

域
は
、
例
え
ば
保
険
負
債
、

内
部
モ
デ
ル
や
プ
ロ
ポ
ー
シ

ョ
ナ
リ
テ
ィ
原
則
に
基
づ
く

簡
便
法
の
使
用
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
重
要

な
領
域
と
考
え
ら
れ
る
保
険

負
債
に
つ
い
て
、
保
険
数
理

機
能
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
保
険
数
理
機
能
は

「
保
険
負
債
に
関
す
る
計
算

前
提
や
計
算
手
法
と
い
っ
た

保
険
数
理
に
関
す
る
事
項
の

適
切
性
を
確
保
す
る
機
能
」

と
さ
れ
て
い
る
。

　（
２
）
外
部
専
門
家
に
よ

る
検
証

　「
暫
定
決
定
」
で
は
、
①

Ｅ
Ｓ
Ｒ
の
特
性
を
踏
ま
え
た

内
部
ガ
バ
ナ
ン
ス
態
勢
の
補

完
②
Ｅ
Ｓ
Ｒ
の
情
報
利
用
者

か
ら
の
信
頼
性
確
保
③
わ
が

国
の
ソ
ル
ベ
ン
シ
ー
規
制
に

求
め
ら
れ
る
情
報
の
信
頼
性

の
水
準
④
当
局
に
よ
る
検
証

や
情
報
利
用
者
に
よ
る
検
証

の
実
効
性
・
効
率
性
の
四
つ

の
観
点
で
外
部
専
門
家
に
よ

る
検
証
の
意
義
が
認
め
ら

れ
、
制
度
化
を
基
本
的
な
方

向
性
と
し
、
関
係
者
間
で
の

議
論
・
検
討
が
な
さ
れ
て
き

た
。

　「
最
終
化
に
向
け
た
検
討

状
況
」
で
は
、
外
部
専
門
家

に
よ
る
検
証
（
以
下
、
外
部

検
証
）
の
枠
組
み
に
つ
い

て
、
経
済
価
値
ベ
ー
ス
の
バ

ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
対
象
と
し

た
合
理
的
保
証
業
務
を
前
提

に
検
討
を
進
め
る
と
い
う
考

え
方
や
実
行
可
能
性
な
ど
の

検
討
を
よ
り
具
体
化
さ
せ
て

い
く
た
め
に
、
そ
の
他
の
前

提
も
具
体
的
に
示
さ
れ
た
。

特
に
、
保
証
水
準
が
合
理
的

保
証
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
外

部
検
証
は
現
状
の
会
計
監
査

と
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
想

定
さ
れ
て
い
る
。
外
部
検
証

に
お
い
て
は
、
数
値
の
検
証

の
み
な
ら
ず
、
数
値
作
成
に

係
る
内
部
統
制
や
ガ
バ
ナ
ン

ス
態
勢
の
理
解
と
評
価
も
実

施
さ
れ
る
想
定
で
あ
る
点
、

留
意
が
必
要
で
あ
る
。

４
．
検
証
に
関
す

４
．
検
証
に
関
す

る
主
な
課
題
と
そ

る
主
な
課
題
と
そ

の
方
向
性

の
方
向
性

　（
１
）
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構

築　
適
切
な
Ｅ
Ｓ
Ｒ
の
計
測
・

検
証
体
制
を
構
築
す
べ
く
、

社
内
で
の
役
割
と
責
任
を
明

確
化
し
、
社
内
体
制
な
ど
を

規
程
化
・
承
認
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
構
築
に
際
し

て
は
、
21
年
11
月
に
金
融
庁

が
公
表
し
た
「
モ
デ
ル
・
リ

ス
ク
管
理
に
関
す
る
原
則
」

は
参
考
に
な
ろ
う
。

　（
２
）
文
書
化
・
計
測
部

門
に
お
け
る
各
種
テ
ス
ト
／

自
己
検
証

　
明
示
的
に
仕
様
書
に
て
文

書
化
が
要
求
さ
れ
て
い
る
事

項
の
み
な
ら
ず
、
計
測
数
値

の
適
切
性
を
担
保
す
る
上
で

必
要
な
事
項
は
、
仕
様
書
に

定
め
が
な
く
て
も
適
切
に
文

書
化
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
、
計
測
部
門
に
お
け
る
各

種
テ
ス
ト
の
適
切
な
実
施
も

大
事
で
あ
り
、
少
な
く
と

も
、
モ
デ
ル
な
ど
へ
投
入
す

る
デ
ー
タ
の
適
切
性
・
網
羅

性
、
モ
デ
ル
の
実
装
の
適
切

性
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
適
切

性
は
テ
ス
ト
す
る
べ
き
で
あ

る
。

　（
３
）
内
部
検
証
の
実
施

　
計
算
部
門
な
ど
が
策
定
し

た
文
書
に
関
し
て
、
文
書
化

す
べ
き
事
項
が
漏
れ
な
く
文

書
化
さ
れ
、
か
つ
、
文
書
化

さ
れ
て
い
る
内
容
が
適
切
で

あ
る
こ
と
、
計
測
部
門
な
ど

が
実
施
し
た
テ
ス
ト
の
品
質

検
証
と
し
て
、
最
低
限
す
べ

き
テ
ス
ト
が
実
施
さ
れ
、
か

つ
、
テ
ス
ト
品
質
に
問
題
が

な
い
こ
と
を
検
証
す
る
の
は

重
要
で
あ
る
。

　（
４
）
Ｅ
Ｓ
Ｒ
計
測
・
検

証
プ
ロ
セ
ス
の
効
率
化
・
早

期
化

　
年
度
末
が
基
準
日
で
あ
る

Ｅ
Ｓ
Ｒ
の
報
告
期
限
は
、
基

準
日
か
ら
４
カ
月
以
内
と
す

る
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。
各

社
で
も
、
Ｅ
Ｓ
Ｒ
計
測
お
よ

び
検
証
プ
ロ
セ
ス
の
さ
ら
な

る
効
率
化
・
早
期
化
が
必
要

で
あ
る
。
ま
た
、
計
測
部
門

や
内
部
検
証
機
能
と
外
部
検

証
者
に
よ
り
、
具
体
的
な
外

部
検
証
の
進
め
方
な
ど
を
十

分
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

図
り
な
が
ら
進
め
る
の
が
大

切
で
あ
る
。

　（
５
）
適
切
な
人
材
の
確

保
・
配
置

　
各
社
に
お
い
て
、
計
測
の

効
率
化
・
早
期
化
や
構
築
し

た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
有
効
性
を

担
保
す
る
た
め
に
必
要
な
人

的
リ
ソ
ー
ス
を
把
握
し
、
適

切
に
確
保
・
配
置
す
る
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
。

５
．
最
後
に

５
．
最
後
に

　
Ｅ
Ｓ
Ｒ
規
制
は
、
「
三
つ

の
柱
」
の
視
点
で
監
督
を
行

う
規
制
で
あ
り
、
過
去
４
回

は
、
い
わ
ゆ
る
第
１
の
柱
に

係
る
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し

た
。
一
方
で
、
第
１
の
柱
に

お
け
る
Ｅ
Ｓ
Ｒ
は
、
基
本
的

に
は
全
社
共
通
の
計
測
手
法

等
を
採
択
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
必
ず
し
も
個
別
の
会
社

の
リ
ス
ク
実
態
を
適
切
に
表

現
し
て
い
る
と
は
言
え
な

い
。
そ
こ
で
第
２
の
柱
と
し

て
、
第
１
の
柱
を
補
完
し

て
、
個
社
の
実
態
に
即
し
た

健
全
性
を
評
価
す
る
こ
と

で
、
真
の
意
味
で
の
財
務
の

健
全
性
の
担
保
が
求
め
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
持
続
的
な
企

業
価
値
向
上
に
も
つ
な
が
る

と
思
料
す
る
。
な
お
、
第
２

の
柱
に
お
い
て
は
、
第
１
の

柱
に
お
い
て
十
分
に
カ
バ
ー

さ
れ
て
い
な
い
リ
ス
ク
と
し

て
、
財
務
リ
ス
ク
の
み
に
と

ど
ま
ら
ず
、
非
財
務
リ
ス
ク

に
関
し
て
も
、
適
切
に
捕
捉

す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と

同
時
に
、
各
社
の
実
態
に
基

づ
き
、
適
切
な
Ｅ
Ｒ
Ｍ
態
勢

・
Ｏ
Ｒ
Ｓ
Ａ
の
枠
組
み
を
有

効
に
機
能
さ
せ
る
べ
く
、
継

続
的
な
改
善
・
高
度
化
が
必

要
に
な
る
点
は
、
留
意
す
べ

き
で
あ
る
。

　
本
稿
執
筆
時
点
（
24
年
４

月
）
に
お
い
て
は
、
本
規
制

の
最
終
基
準
案
お
よ
び
日
本

公
認
会
計
士
協
会
の
実
務
指

針
な
ど
は
公
表
さ
れ
て
い
な

い
が
、
今
後
、
各
保
険
会
社

は
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な

検
証
の
実
現
に
向
け
て
、
計

算
手
法
の
仕
様
書
へ
の
準
拠

性
や
必
要
な
内
部
統
制
や
ガ

バ
ナ
ン
ス
態
勢
の
構
築
に
加

え
、
外
部
検
証
者
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
な
が

ら
準
備
さ
れ
て
い
く
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
金
融
庁
へ
の

Ｅ
Ｓ
Ｒ
の
報
告
期
限
が
７
月

末
と
な
る
こ
と
か
ら
、
従
来

の
決
算
作
業
や
期
末
会
計
監

査
の
日
程
お
よ
び
保
険
会
社

の
計
算
・
内
部
検
証
期
間
な

ど
を
考
慮
し
な
が
ら
外
部
検

証
者
と
の
調
整
も
踏
ま
え

て
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
検
討

も
必
要
に
な
る
と
想
像
さ
れ

る
。
過
去
４
回
の
解
説
記
事

な
ら
び
に
本
稿
が
、
各
社
に

お
け
る
Ｅ
Ｓ
Ｒ
規
制
対
応
の

準
備
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。

	

（
お
わ
り
）

【
鈴
木
敦
之
（
す
ず
き
・

の
ぶ
ゆ
き
）
氏
の
プ
ロ
フ

ィ
ー
ル
】
Ｅ
Ｙ
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
・
ア
ン
ド
・
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
㈱
シ
ニ
ア
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
。

　
複
数
の
保
険
会
社
で
商

品
数
理
・
数
理
決
算
業
務

な
ど
に
従
事
の
の
ち
、
外

資
系
生
保
で
の
統
合
的
リ

ス
ク
管
理
部
門
長
や
国
内

生
保
で
の
Ｃ
Ｒ
Ｏ
・
業
務

執
行
役
員
を
経
て
、
２
０

２
３
年
に
Ｅ
Ｙ
ス
ト
ラ
テ

ジ
ー
・
ア
ン
ド
・
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
㈱
に
入
社
。

現
在
は
主
に
保
険
会
社
に

対
す
る
リ
ス
ク
管
理
・
Ｅ

Ｓ
Ｒ
規
制
に
係
る
ア
ド
バ

イ
ザ
リ
ー
業
務
に
従
事
。

米
国
ミ
シ
ガ
ン
大
学
に
て

経
営
学
修
士
（M

B
A

 

w
ith H

ig
h D
istin
c

tion

）
を
取
得
。

　
▽
資
格
：
日
本
ア
ク
チ

ュ
ア
リ
ー
会
正
会
員
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表
監
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務
に
従
事
。
そ

の
後
、
金
融
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に
保
険
会
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対
す
る
幅
広
い
分
野
で
の

ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
業
務
に

従
事
。

第１の柱

制度の枠組み タイムライン、報告制度・期限、プロポーショナリティ原則、
連結制度など

標準モデル 保険負債の割引率、会社固有のストレス係数・リスク係数、金
利リスク、株式リスク、所要資本の税効果など

内部モデル 内部モデルのスコープ、審査基準とプロセスなど

ESR に関する
検証の枠組み 保険会社内部の検証態勢、外部専門家による検証など

ESR に基づく
監督措置

規定資本要件（Prescribed Capital Requirement：PCR）の監督
措 置、 最 低 資 本 要 件（Minimum Capital Requirement：MCR）
の設計運用、実質資産負債差額の取扱、破綻処理との関係など

第２の柱 保険会社の内部管理の高度化、第１の柱では捉えきれないリスクの把握・分析、
当局が会社に提出を求めるデータなど

第３の柱 市場関係者向け開示（定量・定性）、消費者向け開示、開示方法・時期など


